
介護保険制度と障害者施策との
適用関係等について
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厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課・厚生省大臣官房障害保健福祉部障害福祉課

介護保険法（平成9年法律第123号）については、平成

12年4月1日より施行されることとなっているが、介護

保険制度と障害者施策（身体障害者施策及び知的障害者

施策という。以下同じ。)の関係や身体障害者及び知的障

害者（以下「障害者」という。）への適用等については、

現時点での考え方は次のとおりであるので、御了知の上、

管下市町村等関係方面への周知方や関係事業者等に対す

る指導等、必要な準備を進めていただくよう、御配慮願

いたい。

なお、上記取扱いの詳細に関しては、平成12年度予算

編成過程において所要の検討を経た上で、介護保険法施

行後の障害者施策における取扱いについて、おって、正

式の通知を発出する予定であるのでご了知願いたい。

1．介護保険制度と障害者施策との適用関係の

基本的な考え方について

（1）介護保険制度と障害者施策との適用関係については、

障害者についても、40歳以上の者は、原則として介護

保険の被保険者となる。

ただし、次の①～⑥の施設に入所又は入院している

者については、当該施設から介護保険におけるサービ

スに相当する介護サービスが提供されていること、当

該施設に長期に継続して入所又は入院している実態が

あること等の理由から、介護保険法施行法第11条及び

介護保険法施行規則第170条の規定により、当分の間、

介護保険の被保険者とはならないこととされている。

①　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第30条

に規定する身体障害者療護施設

②　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第43条の4に

規定する重症心身障害児施設

③　児童福祉法第27条第2項の厚生大臣が指定する国

立療養所等（重症心身障害児（者）病棟又は進行性

筋萎縮症児（者）病棟）

④　心身障害者福祉協会法（昭和45年法律第44号）第

17条第1項第1号に規定する福祉施設

⑤　国立及び国立以外のハンセン病療養所

⑥　生活保護法（昭和25年法律第144号）第38条第1項

第1号に規定する救護施設

（2）65歳以上の障害者が要介護又は要支援状態となった

場合也0歳以上65歳未満の者の場合は、その要介護又

は要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が

加齢に伴って生ずる心身上の変化に起因する特定疾病

によって生じた場合。以下「特定疾病による場合」と

いう。）には、要介護又は要支援認定を受け、介護保険

から介護保険法に定める保険給付を受けることができ

る。その際、障害者施策と介護保険とで共通するサー

ビス（以下「在宅介護サービス」という。）については、

介護保険から保険給付を受けることとなるので、支給

された介護給付と重複する障害者施策で実施されてい

る在宅介護サービスについては、原則として提供する

ことを要しない。また、障害者に対する在宅介護サー

ビスの適切な提供を行う上で、当該障害者の要介護状

態等の把握を行うことが必要となるので、65歳以上（特

定疾病による場合は40歳以上65歳未満）の障害者が、

在宅介護サービスを利用しようとする場合は、介護保

険法に基づく要介護等認定申請を行うよう、適切な情

報提供を行うとともに、貴管下市町村に対する周知方

に努められたい。

なお、事業者が介護保険の保険給付として在宅介護

サービスの提供を行うためには、「指定居宅介護サービ

ス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」（平成

11年3月31日厚生省令第33号。以下「居宅サービス基

準」という。）の要件を満たし、指定居宅サービス事業

の指定等を受けることが必要であるので、念のため、

申し添える。

（3）一方、障害者施策で実施されている在宅サービスの

うち、ガイドへルプサービスや各種の社会参加促進事

業など介護保険の保険給付にはないサービスについて

は、引き続き障害者施策から提供される。

なお、これらの障害者施策で実施されている在宅サ

ービスについては、介護保険制度における居宅介護サ
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ービス費区分支給限度額の対象となる居宅介護サービ

スとならないので念のため申し添える。

（4）施設サービスについては、介護保険施設と障害者施

設とでは、それぞれ目的、機能が異なっており、これ

らに照らして、障害者施設への入所(通所を含む。)が

必要であると認められる場合には、介護保険法に定め

る保険給付を受けることができる場合であっても、障

害者施設への入所（通所を含む。）が認められる。

2．在宅サービスについて

介護保険制度と障害者施策の適用関係等の概要につい

ては1．に示したところであるが、在宅サービスの種類

ごとの介護保険制度との適用関係等は、以下のとおりで

ある。

（1）ホームヘルプサービス（訪問介護）

①　適用・給付関係について

ホームへルプサービスについては、原則として介

護保険と共通するサービスであるので、65歳以上（特

定疾病による場合は40歳以上65歳未満）の障害者が

要介護又は要支援の状態となった場合は、要介護等

認定を受け、介護保険の保険給付としてサービスを

受けることとなる。

ただし、ガイドへルプサービスについては、介護

保険の保険給付にはないサービスなので1．（3）にお

いて述べたとおり、引き続き障害者施策から受ける

こととなる。

なお、ホームへルプサービスにおいては、介護保

険法の保険給付に比べて濃密なサービスが必要であ

ると認められる重度の脳性まひ者や脊髄損傷者など

の全身性障害者や、コミュニケーション援助等固有

のニーズに基づくサービスが必要であると認められ

る聴覚障害者及び視覚障害者並びに知的障害者につ

いては、社会生活の継続性を確保する観点から、介

護保険では対応できない部分について、引き続き障

害者施策から必要なサービスを提供することができ

るよう、平成12年度概算要求において所要の要求を

行っているところである。

②　介護保険の指定訪問介護事業者の指定等について

現に障害者に対してホームへルプサービスを提供

している事業者が、65歳以上（特定疾病による場合

は40歳以上65歳未満）の障害者に対し、介護保険法

施行後も保険給付の対象として、引き続きホームヘ

ルプサービスを提供するためには、介護保険法に基

づく指定を受ける必要があるので、その旨、管下市

町村及び事業者に対して周知されたい。

なお、法人格を有しない等により、居宅サービス

基準の指定訪問介護事業者の要件を満たさない場合

であっても、居宅サービス基準の基準該当訪問介護

に関する基準を満たす場合には、市町村が認めれば、

基準該当訪問介護サービスとして特例居宅介護サー

ビス費の支給対象となるので、管下市町村及び関係

者に周知されたい。

なお、指定訪問介護事業者の指定等を受けるため

には、老人福祉法第14条第1項の規定に基づき老人

居宅生活支援事業の届出が必要であることから、上

記指定等に当たっては、併せて当該届出を行うよう

指導されたい。

（2）デイサービス（通所介護）

①　適用・給付関係について

デイサービスについては、65歳以上（特定疾病に

よる場合は、40歳以上65歳未満）の障害者が、要介

護又は要支援の状態となった場合は、要介護等認定

を受け、介護保険の保険給付としてデイサービスを

受けることとなる。

 ただし、障害者施策で行われている身体障害者デ

イサービス事業にあっては創作的活動及び社会適応

訓練、知的障害者デイサービス事業にあっては文化

的活動及び社会適応訓練といった障害者に固有のサ

ービスを提供していることから、例えば、加齢に伴

う特定疾病による障害を有する40歳以上65歳未満の

障害者や65歳以前から引き続いて障害者施策で実施

されているデイサービスを受ける者等が、こうした

サービスを希望し、これらの固有のサービスの提供

が必要であると認められる場合には、障害者施策の

デイサービスの利用を認めても差し支えない。

②　介護保険の指定通所介護事業者の指定等について

身体障害者デイサービス事業又は知的障害者デイ

サービス事業（以下「障害者デイサービス事業」と

いう。）を行う事業者が介護保険の指定通所介護事業

者の指定を受け、又は基準該当通所介護事業者とし

て市町村に登録されて通所介護を提供する場合には、

障害者に対するサービス提供に支障が生じないよう

にする必要がある。

このため、障害者デイサービスを行う事業者に対

し、指定通所介護事業者の指定を受け、又は基準該

当通所介護事業者として通所介護を提供するに当た

っては、当該デイサービスを提供する事業所の利用
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定員のうち、その過半が障害者の定員枠となるよう

指導されたい。

なお、指定通所介護事業者の指定等を受けるため

には、老人福祉法第14条第1項の規定に基づき老人

居宅生活支援事業の届出が必要であることから、併

せて当該届出を行うよう指導されたい。

（3）ショートステイ（短期入所生活介護）

①　適用関係について

ショートステイについても、65歳以上（特定疾病

による場合は、40歳以上65歳未満）の障害者が要介

護又は要支援の状態となった場合は、要介護等認定

を受け、介護保険の保険給付を受けることとなる。

ただし、障害者が障害者施策で実施されているシ

ョートステイの利用を希望し、かつ、身近に介護保

険の短期入所生活介護事業所がない場合などやむを

得ない事情がある場合には、障害者施策のショート

ステイの利用を認めても差し支えない。

②　介護保険の指定短期入所生活介護事業者の指定等

について

居宅サービス基準における指定短期入所生活介護

事業の基準においては、①空床利用ができる施設と

しては特別養護老人ホームが、②併設型の施設とし

ては特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、病院、

診療所、介護老人保健施設又は特定施設入所者生活

介護の指定を受けている施設（有料老人ホーム及び

ケアハウス）が、③単独型施設としてはその利用定

員が20人以上のものが指定の対象とされており、障

害者施設は、いずれの指定の対象にもならない。

しかしながら、今後改正が予定されている居宅サ

ービス基準の基準該当短期入所生活介護に係る基準

においては、社会福祉施設に併設する利用定員が20

人未満の施設においても、必要な人員を確保し、専

用の居室を設ける等の措置を講じた上で、基準該当

短期入所生活介護事業の基準を満たす場合には、介

護保険上の基準該当居宅サービスとして保健給付の

対象とすることとしている。このため、障害者施設

に併設する施設を基準該当短期入所生活介護に活用

することも可能であるので、その旨、管下市町村に

周知されたい。

なお、障害者施設の併設施設が提供するサービス

が上記の基準該当居宅サービスとして保健給付の対

象となる場合においても、障害者に対するサービス

提供に支障が生じないようにする必要があることか

ら、基準該当居宅サービス事業者としてショートス

テイを提供するに当たっては、そのショートステイ

を提供する事業所の利用定員のうち、その過半が障

害者の定員枠となるよう、事業者に対して指導され

たい。

（4）補装具及び日常生活用具

介護保険の対象となる福祉用具の品目としては、平

成11年3月31日厚生省告示第93号及び第94号により、

貸与品目として、車いす、車いす付属品、特殊寝台、

特殊寝台付属品、じょく瘡予防用具、体位変換器、手

すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、痴呆性老人

徘徊感知機器、移動用リフト（つり具の部分を除く）

が、購入費支給品目として、腰掛便座、特殊尿器、入

浴補助用具、簡易浴槽及び移動用リフトのつり具の部

分が、それぞれ定められたところであるが、障害者施

策における補装具及び日常生活用具と介護保険の福祉

用具の関係については、以下のとおりとする。

①　補装具

介護保険で貸与される福祉用具としては、補装具

と同様の品目（車いす、歩行器、歩行補助つえ）が

含まれているところであり、それらの品目は介護保

険の保険給付として給付されることとなる。しかし、

車いす等保険給付として貸与されるこれらの品目は

標準的な既製品の中から選択することになるため、

医師や更生相談所等により障害者の身体状況に個別

に対応することが必要と判断される障害者について

は、これらの品目についても、身体障害者福祉法に

基づく補装具として給付して差し支えない。

②　日常生活用具

日常生活用具については、障害の状況に応じて個

別に適合を図るものではないことから、介護保険の

保険給付の対象となる品目（特殊寝台、特殊マット、

体位変換器、歩行支援用具、移動用リフト、特殊尿

器、入浴補助用具、便器及び簡易浴槽）については、　

　 介護保険から貸与や購入費の支給が行われることと

なる。

介護保険の福祉用具の対準となっていない品目に
ついては、引き続き日常生活用具給付等事業として

給付等が行われる。

3．施設サービスについて

（1）適用関係について

施設サービスについては、上記1．のとおり、それ

ぞれの施設の目的や機能に照らして、入所（通所を含
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む。）の必要性が認められる場合には、介護保険の保険

給付を受けられる者であっても、障害者施設への入所

（通所を含む。）が認められるものであるが、具体的に

は以下のような取扱いとする。

①　障害者施設に入所している者について

ア）身体障害者更生施設、知的障害者更生施設

65歳以上（特定疾病による場合は40歳以上65歳

未満）の障害者が、介護保険の保険給付を受けら

れる者であっても、更生訓練等を受けることを希

望し、入所の必要性が認められる場合は、継続し

て入所することが可能である。

イ）身体障害者授産施設、知的障害者授産施設

65歳以上（特定疾病による場合は40歳以上65歳

未満）の障害者が、介護保険の保険給付を受けら

れる者であっても、引き続き必要な訓練を行い、

就労の場の提供を受けることを希望し、入所の必

要が認められる場合は、継続して入所すること

が可能である。

ウ）身体障害者療護施設

身体障害者療護施設の入所者は、上記1．（1）のと

おり介護保険の被保険者とならないものであり、

65歳以上（特定疾病による場合は40歳以上65歳未

満）になっても、継続して入所することが可能で

ある。

②　介護保険の居宅サービスを利用している障害者に

よる障害者施設の通所利用について

ア）身体障害者更生施設、知的障害者更生施設

専門的な更生訓練等の必要があると認められる

場合は、通所利用が可能である。

イ）身体障害者授産施設、知的障害者授産施設

必要な訓練を行い就労の場を提供する必要があ

ると認められる場合には、通所利用が可能である。

ウ）身体障害者療護施設通所型

機能を維持し又は機能の減退を防止するための

訓練や養護を行う必要があると認められる場合に

は、通所利用が可能である。

③　介護保険の保険給付を受けられる者が障害者施設

に入所しようとする場合について

介護保険の保険給付を受けられる者であっても、

身体障害者更生施設、身体障害者授産施設、身体障

害者療護施設、知的障害者更生施設及び知的障害者

授産施設への入所を希望する場合については、それ

ぞれの施設の目的や機能に照らして、入所の必要性

があると認められる場合には、それぞれ入所が可能

である。

4．身体障害者療護施設等入所者の

介護保険サービスの利用について

身体障害者療護施設等の入所者については、上記1．

（1）のとおり、介護保険の被保険者とならない。

しかし、身体障害者療護施設等を退所すれば介護保険

の被保険者となるものであり、要介護又は要支援認定を

受ければ、介護保険施設に入所（要介護認定を受けた場

合に限る。）し、又は在宅で介護保険の居宅サービスを利

用することができる。

5．介護保険法の施行に伴う

障害者サービスの提供体制の整備について

介護保険法の施行後においても、若年障害者に対し、

介護保険と遜色のないサービスが提供できる体制の整備

を図られたい。

特に、ホームへルプサービスについては、必要な事業

量等をできる限り把握し、それに対応したホームへルパ

ーの確保等必要なサービス提供体制の整備について、管

下市町村等に対し指導されたい。また、視覚障害者、聴

覚障害者、知的障害者等の固有のニーズに応じた適切な

サービスが提供できるよう、質の確保にも留意されたい。
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